
船舶事故調査報告書 

令和元年５月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年１２月２５日 ０６時０５分ごろ 

発生場所 山形県酒田市酒田港西方沖 

 酒田港第２北防波堤南灯台から真方位２６８°２３.４海里（Ｍ）

付近 

 （概位 北緯３８°５５.６′ 東経１３９°１７.５′） 

事故の概要  漁船第二十八新生
しんせい

丸及び漁船貴
き

宝
ほう

丸は、共に西進中、両船が衝突し

た。 

事故調査の経過 平成３０年１２月２６日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第二十八新生丸、１９トン 

   ＡＭ２－５３１６（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ 漁船 貴宝丸、１２トン 

   ＡＭ２－５３４４（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に擦過傷、いか釣り機に破損 

Ｂ 後部マストに曲損、いか釣り機の脱落 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北西、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約２.５～３.０ｍ 

日出時刻：０６時５９分ごろ 

酒田市には、平成３０年１２月２３日１８時２１分に波浪注意報が

発表され、本事故時も継続中であった。 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか２人が乗り組み、法定灯火のほか作業灯４個を

点灯し、約１０ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で西進

中、船長Ａが、レーダーのガードリング機能（他船などが設定した距

離環内に接近したときに警報を発する機能）を１Ｍに設定したので、

他船が１Ｍ以内に接近すれば警報が鳴って気付くと思い、操舵室の床

に船尾方を向いて座っていたところ、Ｂ船と衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗り組み、法定灯火のほか作業灯４個を

点灯し、約９kn の速力で西進中、船長Ｂが、操舵室右舷側で椅子に腰

を掛けて船首方の見張りを行っていたところ、船尾方から接近してき

たＡ船と衝突した。 

Ａ船及びＢ船のレーダーは、本事故当時、波が高く、画面の中心付

近に海面反射による映像が出現していたので、海面反射の影響を少な



くする調整が行われていた。 

船長Ａは、レーダーの海面反射の影響を少なくする調整が効き過ぎ

てＢ船を探知することができず、ガードリング機能が作動しなかった

のではないかと本事故後に思った。 

分析 Ａ船は、西進中、船長Ａが、他船が接近すればレーダーのガードリ

ング機能の警報が鳴って気付くと思い、操舵室の床に船尾方を向いて

座りながら航行を続けたことから、前路を同航するＢ船に接近してい

ることに気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、西進中、船長Ｂが、操舵室右舷側で椅子に腰を掛けて船首

方を見ながら航行を続けたことから、船尾方から接近するＡ船に気付

かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船及びＢ船が共に西進中、船長Ａが、他船が接

近すればレーダーのガードリング機能の警報が鳴って気付くと思い、

操舵室の床に船尾方を向いて座りながら航行を続け、また、船長Ｂ

が、操舵室右舷側で椅子に腰を掛けて船首方を見ながら航行を続けた

ため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中は、常時、周囲の適切な見張りを行うこと。 

・荒天時は、海面反射を少なくするため、レーダーの調整を適切に

行うこと。 
 


